
対馬振興局 管理課 建築班

建築基準法の改正・運用
について

令和6年１２月5日



１．建築確認申請について
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確認申請が必要な建築物（現在の法内容）
（建築物の建築等に関する申請及び確認） 【建築基準法抜粋】
第六条 建築主は、建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、

その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提
出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。

一 別表第一（い）欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面
積の合計が二百平方メートルを超えるもの

二 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三
メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの

三 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える
もの

四 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域内における建築物
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・原則、都市計区域内の全ての建築物は確認申請が必要
・200㎡を超える特殊建築物（旅館、共同住宅、寄宿舎、店舗、倉庫、
車庫等）は都市計画区域内外関係なく確認が必要

・都市計画区域外は木造の場合、２階以下かつ５００㎡以下、非木造の場合、
平屋かつ２００㎡以下のものは確認申請不要（ただし、土砂災害レッドゾー
ンを除く）
※注意・・・確認申請が必要な建築物については、浄化槽設置届を

確認申請の添付図書として提出

まとめると



建築基準法上の手続き

○建築確認等手続きの流れ
建築計画の作成

着工

工事

工事完了

完成・使用開始

建築
確認

建築確認申請

確認済証

完了
検査

完了検査申請

検査済証

中間
検査

中間検査申請

中間検査合格証

図面審査

現地検査

現地検査 4

必要に応じて

※浄化槽設置届（５部）を添付

※浄化槽工事完了報告（２部）を保健所に提出



対馬市の都市計画区域
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都市計画区域の詳細
は、市管理課で確認
できます。

◎総合運動
公園

対馬市斎場◎

◎総合運動
公園

対馬市斎場◎



２．令和７年４月からの法改正内容
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都市計画区域外の確認申請対象拡大
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３．戸建て住宅から民宿・民泊への
用途変更について
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※旅館業法の窓口は対馬保健所、民泊新法の窓口は県生活衛生課です。

旅館・ホテル → 旅館・ホテル営業

民宿 → 簡易宿所営業

下宿 → 下宿営業

民泊 → 住宅宿泊事業

○宿泊施設営業に必要な許可・届出

旅館業法

民泊新法

旅館業法

旅館業法

営業日数１８０日の制限等あり

◎

◎

※民宿または民泊の相談が増加しています。
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○参考



※一方、民泊の場合は用途は住宅のままになります。

旅館・ホテル → 旅館・ホテル

民宿 → 旅館・ホテル

下宿 → 下宿

民泊 → 住宅

○建築基準法での用途分類

旅館業法

民泊新法

旅館業法

旅館業法

◎

◎

※民宿（簡易宿泊所）は建築基準法では旅館、ホテルと判断されます。
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○浄化槽の人員算定
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※既存浄化槽の処理能力は不足しないか

浄化槽に必要な処理能力は建築物の用途ごとに算定方法が定められ
ています。既存建築物を用途変更する際には、変更後の用途で再度必
要な処理能力を算定しなおし、既存浄化槽で処理能力が不足する場合
には、浄化槽を入れ替える必要があります。

算定単位算定式建築物用途

ｎ：人員(人) Ａ：延べ面積ｎ＝0.15Ａ宴会場等有り
ホテル・旅館

ｎ：人員(人) Ａ：延べ面積ｎ＝0.075Ａ宴会場等無し

ｎ：人員(人) Ｐ：定員(人)ｎ＝Ｐ簡易宿泊所

ｎ：人員(人) Ａ：延べ面積ｎ＝５Ａ≦130㎡
住宅

ｎ：人員(人) Ａ：延べ面積ｎ＝７130＜Ａ

※複合用途の場合は用途ごとに算定した人員の合算になります。



ご清聴ありがとうございました
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①営業形態の確認

③確認申請の要否

②建築基準法の適用

宿泊施設への用途変更のフロー

宿泊施設の計画

用途変更部分の面積
２００㎡以下

旅館業法に該当 民泊新法に該当

確認申請が必要

届出住宅の部分ごとに

要

届出住宅の部分ごとに

安全措置の検討が必
要

建築基準法への
適合が必要

用途変更部分の面積
２００㎡超

面積に関わらず
確認申請は不要

確認申請は不要

計画のポイント
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補足資料（QA）
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〇都市計画区域内

法施行日（R7.4.1）前後の取り扱い


